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平成２９年５月２６日（金）１３時００分～ 

 

交通政策審議会海事分科会第８９回船員部会議事録 

 

【渡部専門官】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審議会海事

分科会第８９回船員部会を開催させていただきます。 

 事務局を務めさせていただきます海事局船員政策課の渡部でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日は、委員及び臨時委員総員１９名中１５名の出席となりますので、交通政策審議会

令第８条第１項及び船員部会運営規則第１０条の規定による定足数を満たしておりますこ

とをご報告申し上げます。 

 七尾審議官につきましては、他業務のため、おくれて出席いたします。 

 次に、配布資料の確認をさせていただきます。上から、議事次第、配布資料一覧、その

次からが議題の資料となります。資料の番号は、資料の右上に記載してございます。 

 資料１としまして、「船員教育機関卒業生の求人・就職状況等」が両面刷りで２枚ござい

ます。 

 資料２としまして、「申請手続等の見直しに伴う船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関

する省令の一部改正について」が１枚ございます。 

 資料３としまして、諮問文として、諮問第２７７号「無料の船員職業紹介事業の許可に

ついて」が２枚。 

 その参考資料としまして、資料３－２が３枚、こちらは委員限りとなります。 

 席上には、議題以外の資料としまして、縦置きの資料で、「「『船内向け自主改善活動指導

者養成講習会』についてのアンケート」調査の結果について（抜粋）」が、両面刷りのもの

で３枚ございます。 

 資料は以上ですが、行き届いておりますでしょうか。 

 以上で資料の確認を終わらせていただきます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。野川部会長、司会進行をよろしくお願いいたし

ます。 

【野川部会長】  それでは早速議事を進めてまいります。 

 まず議題１でございますが、船員教育機関卒業生の求人・就職状況等について、事務局
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からご説明をお願いいたします。 

【村松船員教育室長】  海事局海技・振興課船員教育室長の村松でございます。船員教

育機関卒業生の求人・就職状況及び入学状況について、資料１に基づき、説明させていた

だきます。 

 それでは、資料１をご覧ください。１枚目に、船員教育機関卒業生の求人・就職状況と

ございます。この調査につきましては、船員教育機関の平成２８年度の求人・就職状況及

び平成２９年度の入学状況を、本年４月１日現在で調査したものでございます。 

 調査対象は、１枚目の表、左端にございますように、商船系大学の２校、それから商船

系高専５校、独立行政法人海技教育機構の海上技術学校が４校、海上技術短期大学校３校、

海技大学校となっております。 

 それでは、商船系大学から、平成２８年度の数字について、ご説明いたします。商船系

大学の表のところで２４から２８と書いてございますのは卒業年度。そこで、平成２８年

度について申し上げますと、卒業者数が８９名、そのうち就職希望者数が８０名となって

おります。 

 その中で、その右側に書いてございますのが求人数でございまして、海上産業、陸上産

業に分けております。海上産業の求人数は２１９。外航が増えて、全体的にも増えてござ

います。 

 その右側、就職というところですけれども、海上産業の計が６６名となってございます。

昨年に比べて２人増加。その右側が陸上産業ということで、１２名が就職しております。

合計で７８名。 

 進学された学生が５名いるということでございます。 

 その次に、商船系高専でございますけれども、ここも２８のところを見ていただきます

と、卒業者数が１９７名、そのうち就職希望者数が１５５名。求人数が、海上につきまし

ては７９３名で、昨年より増えております。 

 就職につきましては、海上就職者数が１３０名ということで、昨年に比べて２５名と大

幅に伸びております。陸上就職者が２３名。 

 進学については３０名ということになっております。この３０名の進学者の内訳でござ

いますけれども、各商船高専の専攻科に進学された方、それから、東京、神戸の商船系大

学に編入された方がほとんどでございます。 

 その次ですが、その下になりますけれども、海上技術学校４校、それから海上技術短期
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大学校３校につきましては、卒業者数が３６８名、このうち就職希望者数は３３２名。 

 その右側、求人ですけれども、海上産業につきましては１,１００名と、これも昨年より

増えております。 

 就職につきましては、海上産業が計３２７名、陸上就職者が４名。 

 進学者が３３名となっておりますが、これは、この下にあります海技大学校に進学して、

３級海技士の免状を取るために進学した者がほとんどでございます。 

 最後に海技大学校になりますけれども、卒業者数が２７名、就職希望者数が２７名。 

 求人数は、海上産業延べで１０８名。 

 就職につきましては、全員が海上産業に行っておりまして、２７名ということになって

おります。 

 裏面のグラフをご覧ください。今、数字でお示ししましたけれども、海上就職率という

ことで、就職希望者数のうち、海上産業に就職した者の割合を示したものでございます。

商船系高専が大幅に伸びていることがわかります。 

 商船高専につきましては、先ほど表でご覧いただいたように、卒業者数が伸びて、海上

産業への就職者数も伸びているということでございますが、この要因としまして、まず、

卒業生が増加した要因につきましては、一部の学校では学力不足で途中退学していたケー

スがあり、それに対して補習などを実施して学力向上を図った結果、途中退学の者が減少

した。それから、学生募集に尽力した結果、平成２８年度卒業生については、入学時の学

力が確保されていたと聞いております。 

 それから、海上就職者が商船高専の卒業生だけでも２５名増加しているわけでございま

すけれども、これにつきまして、要因としましては、内航業界からの強い要望が学校に寄

せられていること、それに伴って学校から学生に対してそういう進路指導をしていること

に加えて、海技者セミナーについても、商船高専の学生の参加を促す取り組みをしている

こと、それからもう１つ、乗船実習時期を、かつては最終学年で１年連続して行っていた

ものを、現在は２年生で１カ月、４年生で５カ月、最終学年で６カ月と、大学と同様、サ

ンドイッチ形式にしたことにより、学生の船員へのモチベーション、船へのモチベーショ

ンが上がったことも１つの要因かと考えております。 

 最後に、各卒業者数と就職者数、それから進学者数の差でございますけれども、まだ就

職が決まっていない、あるいは進学が決まっていない者が大学で６名おります。それから、

商船高専については１１名いるという中で、その１７名のうち１１名は、外航日本人船員
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確保育成スキームと申しまして、外航の中小船社とそこに就職を目指す学生の面談、それ

から、実際にその外航船社の船に乗船して訓練を行うというスキームに参加している者で

ございます。この１１名についても、順調にいけば、その外航船社に就職することが期待

できるということになっております。 

 では、次の２枚目、船員教育機関入学状況について、説明させていただきます。一番上、

商船系大学でございますが、今年度、平成２９年度、入学定員３１８名ということで、こ

れは、東京海洋大学に今年度から海洋資源環境学部が新設されまして、３学部に再編され

たということで、海洋工学部の定員が減ったものでございます。倍率については４.５倍と

いうことになっております。 

 商船高専につきましては、これも平成２９年度、定員２００名のところ、応募倍率が２.

０というところで、昨年より若干下がっておりますけれども、減少の要因につきましては、

昨年まで瀬戸内３校、これは大島、広島、弓削という３校でございますけれども、この３

校については第一希望、第二希望という選択受験が可能となっていまして、昨年度までは

大島、弓削が第二希望の受験者数まで応募者数に計上していたということで、それを平成

２９年度から除いたということで、その分が若干下がっていると聞いております。 

 最後に、海技教育機構の各学校でございますが、平成２９年度、定員３９０名のところ

を８６３名、昨年の１,２９２名に対して大幅に下がっております。倍率も２.２倍と下が

っている状況です。 

 この要因につきましては、表の下に（注）とございますけれども、この５ポツのところ

に書いてございますように、海上技術短期大学校３校ございますけれども、この入試回数、

昨年度までは５回していたものを４回に変更したというところで、その１回分が減少した

ということになります。この１回分は、共通選抜というものでございまして、一般入試の

後に二次募集的に行っているものでございました。廃止した理由につきましては、一般入

試までに十分学力の高い、質の高い入学生を確保できているということで、二次募集的な

共通選抜は今年から廃止したということでございます。 

 それともう１つ、要因としては、今年度から入学検定料の徴収を開始したということで、

今まで複数回受験していた方が受験の回数を減らした等で減っているということになって

おります。 

 実際に受験した方は入学定員の２倍弱となりますけれども、今後につきましては、引き

続き入学者、応募者の募集に力を入れて取り組んでいきたいと思っております。 
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 説明は以上です。 

【野川部会長】  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、

ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 内藤委員。 

【内藤臨時委員】  先ほどご説明いただいたように、特に国交省に主催していただいて

いる海事者セミナーで、商船高専の方は乗下船時にセミナーに参加していただいておりま

す。私ども内航も、かなりの会社が採用させていただいております。それとあわせて、大

型船では、おかげさまで平均年齢が若くなっており、全日海と労働契約を結んでいる団体

の中で、４０歳を割っている労務団体もあります。 

 ただ、問題となるのは、やはり小型船の船型でなかなか若い人が集まりにくく、そうい

う意味で、我々内航、必要な小型船をたくさん抱えております。ぜひそういう分野にも、

私ども内航としても力を注いでいきますので、ぜひご協力をいただきたいと考えておりま

す。 

 あと、これはお礼となりますが、我々も日本船主協会に加盟している会社がありますが、

その中で、商船高専と日本船主協会の中の内航部会という部会を中心に、商船高専とのパ

イプをもっと強くしていこうと、内航のほうも商船高専の採用が増えており、一歩一歩で

すが、若い人に入ってきていただいております。 

 昨年度、大型カーフェリーさんを入れて、昨年の新卒の数字が７８０名ぐらいだったと

記憶しています。多分今年はもう少し多い数が採用されていると考えております。 

 ただ、現場の考え方ですが、どうしても年金受給をされる頃になると、船員さんの職業

柄、高齢のご両親を奥さんがお一人で見ている比率が高いんです。 

これは別の問題ですが、なかなか介護施設に入れず、まだ働けるんだけれども、退職され

るという海上の特異性があると思います。そういうことを考慮して、やはり若年層をもう

少し努力して採用していきたいと考えております。お礼とあわせて、よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 立川委員。 

【立川臨時委員】  昨年もこの報告を受けまして、その中で商船系の大学、商船高専に
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つきましては、求人数の重複があったかと。それを実態としてどのような形になっている

かというようなお話を差し上げて、次回のときにはある程度その数字がわかる範囲で出し

ていただきたいというお願いをしていたと記憶しているんですが、その辺のところがどう

なっているか。今回、間に合わなかったのかどうかわかりませんが、その辺についてお答

えをいただければと思います。 

【野川部会長】  いかがですか。 

【村松船員教育室長】  昨年ご指摘いただきました、主には商船系大学・高専の重複部

分でございますけれども、昨年度のご指摘の後、それから今年度、学校からさらに詳しい

データの提供を受けまして、各重複を除く試みをしましたが、十分精度の高いものを求め

ることができないため、別途ご説明させていただいております。失礼しました。労働者委

員にはそのようにご説明させていただきました。 

 その結果でございますけれども、推測値は今申し上げたように十分精度の高いものが出

せないというところでございますが、詳細なデータからの傾向を申しますと、外航につき

ましては、先ほどの資料１の求人のところ、外航と書いている左側、外航労と書いている

外航労務部会でございますけれども、ここにつきましては、商船系大学、商船系高専、各

学校に幅広く求人をしているという状況で、求人している会社につきましては、ほぼ１人

以上の採用はしているという状況にございました。ほぼ求人したら採用はできているとい

う状況でございました。 

 その他外航につきましては、求人をしている会社数に比べて、実際に採用できている会

社数は、航海科ですと２分の１程度、機関科ですと３分の１程度と、外航労務部会の会社

に比べて低くなっております。ここには先ほど申し上げました外航船員確保スキームの人

数は加味しておりませんので、そういう方が今後中小の会社に入れば、その割合は少し増

えてくるということになります。 

 ３級ということで、主に外航について答えさせていただきました。 

【野川部会長】  いかがでしょうか。 

【立川臨時委員】  資料がなくて、口頭でこの程度ですというような説明では、なかな

か実態が把握できない。ですから、推計なら推計ということで、ある程度資料を出してい

ただいて、こういう前提のもとにやりましたということでお話をいただいたほうが、理解

が深まるのではないかと思います。 

 かつ、気になった発言があったのですが、労働側にはというような発言があったかと思
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います。この場で皆さんの理解を得るためにお話をしていたのに、なぜ労働側だけとかと

いうような話が出てくるんですかね。その辺、私には理解できません。 

 しっかり、こういう前提のもとにこういう推計をいたしたというお話を公式な場でして

いただいたほうがよろしいと思うんですが、いかがでしょうか。 

【村松船員教育室長】  すいません、先ほどの私の発言については、申しわけありませ

ん。 

 推計につきましては、先ほど申し上げたように、実際に推計した値が実数に近い値かど

うかという検証もままならぬという状況でございますので、別途、各委員の方にはご説明

させていただきたいと思います。 

 この船員部会に出せるかどうかというのは、検討させていただきたいと思います。 

【野川部会長】  定量的に数字として出すというのにはまだ精度が足りないので、言わ

ば定性的な傾向としてこうだということであれば、口頭としてなら話せるというような趣

旨だと思います。 

 ただ、それを書面に何もない形で常にある場で、議事録には残りますけれども、形とし

ては出てこないということでは、ちょっと不安もあるので、できれば、定性的な表現であ

っても、何らかの傾向としてこうだということだということであっても、形として何か出

れば、またそれを土台とした検討ができますので、その辺のことをご検討いただくという

ことでいかがでしょうか。 

【村松船員教育室長】  承知いたしました。出せるものを今後検討させていただきます。 

【野川部会長】  庄司委員。 

【庄司臨時委員】  今のお話と少し関連するんですけれども、そもそもこの報告を何の

ためにやっているのかということを考えますと、やはりこの状況だけではわからないとこ

ろがたくさんあるのかなと思いながら、去年も今年も聞きました。 

 私は大学なので大学のほうにこだわるんですが、例えば外航の外航労というところで今

までよりも随分求人が多くなっているけれども、就職はそれほど実際は変わっていない、

就職していった人たちは変わっていない。それが高専にはあまり反映されていない。この

辺がどういうことなのかとか、そういうものもある程度これから検討していく必要がある

と思うんですけれども、そこ、何か、これに限って理由がわかるでしょうかということと、

そういうものを検討するための資料として見ると、この書き方では足りないのではないか

なというのを意見として言わせていただきたいと思います。 
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【野川部会長】  ご質問とご意見ですが、ご質問の点、いかがでしょうか。 

【村松船員教育室長】  商船系大学の外航労の求人が増えているということでございま

す。これは東京海洋大学の求人につきまして増えている分でございまして、確認したとこ

ろ、昨年度までは実際に来ている求人から東京海洋大学へという人数を加味したものをデ

ータとして提供していたということでございましたので、実際に増えているという分もご

ざいますでしょうが、その分もあり、増えているということでございます。 

 実際の求人に対して就職者数でございますが、両大学に確認したところでは、学生さん

の就職動向として、依然として大手の事業者に就職希望が多いと。大手の就職がかなわな

い場合には、大手の陸上の企業に移る、あるいは大手内航に移るというところで、就職数

としては同じような伸びは見せていないということだと考えております。 

【庄司臨時委員】  あまりこだわって時間をとってはいけないとは思うんですけれども、

海洋大学に来た分という意味がよくわからないのと、それから、大手と今ご説明がありま

したが、現場にいる者からしますと、就職試験の時期が重なっていることによって次のと

ころを狙えないという実情も学生は持っていまして、船乗り希望の学生が陸上に行かざる

を得ないという状況が毎年発生しているというのはお伝えしておきたいと思います。 

【野川部会長】  ただいま意見もございましたので、この種の資料はどうしてもルーテ

ィンの作業を漫然と繰り返すということにもなりがちですので、ただいま出ました意見を

踏まえて、ぜひもう少し具体的に、いろいろな点、わかりやすいものにしてくださいます

ようにご尽力いただければと思います。 

 ただいまの意見を踏まえて、よろしくお願いいたします。 

【村松船員教育室長】  承知いたしました。 

【野川部会長】  この点については、よろしいでしょうか。 

 立川委員。 

【立川臨時委員】  今の話はよろしくお願いします。もし可能であれば、求人が航海士

系に来ているのか機関士系に来ているのかというようなことの分析もできたら、お願いし

たいと思います。これもたしか前年お願いしたところかと思っております。 

 それはそれとしまして、次には、船員教育機関の入学状況のところで、独立行政法人海

技教育機構ということで、昨年１,２９２人から今年８６３人ということで、大幅に減少し

ている。その理由としては選抜制度が変わったからだということなんですけれども、実態

として、ＡＯ、学校推薦、自己推薦、一般、共通選抜という形の時期ですとか、実際の数
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字を時系列的に教えていただけませんか。 

 そうしませんと、共通選抜を廃止したから約４００名減ったという単純な読みでいいの

か、それともそうではないのかということが、数字の扱いとしては非常に重要な部分とい

いますか、突然これだけ減ってしまうということは、大きな変動ですので、その辺の理由

をお伺いしておきたい。 

 それから、この数値を発表するときに、そういう理由をしっかり内訳を含めて提示して

いただかないと、数字がひとり歩きしてしまって誤解を生む可能性があると考えますので、

説明をぜひお願いしたいと思います。 

【野川部会長】  よろしいですか。コメントをお願いします。 

【村松船員教育室長】  海上技術短期大学校につきましては、５回ということで、ＡＯ

入試が８月末、学校推薦が９月中旬、自己推薦は１０月下旬、一般入試が１月下旬で、今

年度は実施しておりませんが、共通選抜は２月ということになっております。 

 共通選抜は、先ほど申し上げたように、昨年度は３校合わせて１００名程度おりました

ので、その１００名が少なくなっているということでございます。 

 そのほかについては、入学検定料の徴収により、複数の受験を控えた方が出たというこ

とと思っております。 

 各入試の応募者数につきましては、学校推薦につきましては昨年度と差はございません。

ＡＯ入試、それから自己推薦については減っております。一般入試については、学校によ

って差はありますけれども、若干増えているという状況にございます。 

【野川部会長】  今のご説明で、ＡＯ、学校推薦、自己推薦、一般、共通選抜、いつ、

大体どういう時系列でやっているかということはお話しいただきましたが、いろいろと細

かな制度変更もありますので、常にその内容について詳細に記載することは難しいかとは

思いますが、今回のように、確かに入学定員に対する応募者数が激減をしているというの

は目立ちますので、そういうように、明らかに制度的な変更等によって生じたような結果

が見られる場合には、その裏づけや根拠となるような情報については、確かに注のところ

でも少し記載していただくことが必要かなと思います。 

 注５の①ですと、入試回数を５回から４回に変更といって、そのうち共通選抜を廃止と

いうところだけで、それがこの数字の変化にどのようにつながっているのかということに

ついて、ある程度想定できるような記載があると、わかりやすいかなと思います。 

 ただ、他方で、立川委員、いかがでしょうか、ＡＯとか何かについて、いちいちの数字、



 

 -10-

ＡＯで何人で、どれぐらいやったかということまでは、全部必要でしょうか。どの程度ま

での情報が必要かということになります。 

【立川臨時委員】  今の説明を聞きましても、簡単に言うと応募者は４００人減ったわ

けですよね。昨年度の共通選抜の応募者は３校合わせて１００人ほどで、その分が減った

のだとしても、あとの３００人はなぜ減少したのか。 

 実際問題として、ＡＯが前年度幾つで今年度幾つというような形で、傾向値がある程度

見えれば、おおまかな減少理由は把握できるのではないかと思います。 

 ただ、今のお話ですと、応募者が約１,３００人から８６０人に減ったと。にも関わらず、

減少した分の内訳はそのうちの１００人しか出てこない。そうすると、単純にこれを見た

だけではどのような理由で約４００人が減少したのか、入試制度の変更と応募者数の減少

にどれほどの相関関係があるのかが全く分かりません。 

 であれば、この時点、平成２８年と平成２９年の応募者数の減少について、具体的な内

訳の記載、ないしは補足説明の資料として出てきてもいいのではないかと考えるわけです。 

 そうしませんと、今後見たときに、平成２８年から平成２９年、この説明だけではなぜ

減ったのか、どういう形で減ったのか。ということが理解できないのではないでしょうか。 

 ですから、後日でも結構ですので、そういう形で資料が出せれば、お願いをしたいと思

います。 

【野川部会長】  わかりました。今の点、テークノートしていただいて、可能かどうか

について検討していただいて、もし可能であれば、何らかの形で次回にでも補足資料を出

していただければと思います。 

【村松船員教育室長】  検討させていただきます。 

【野川部会長】  ほかによろしいでしょうか。 

 松浦委員。 

【松浦臨時委員】  ありがとうございます。今の中も含めてなんですけれども、船員教

育機関の入学状況の中で、入学者数、ここには括弧で女子の数が明記されているんですが、

応募者数のほうもわかれば、その数字を教えていただけますか。 

【村松船員教育室長】  すいません、今、手元に持っておりませんので、次回、お答え

させていただきたいと思います。 

【野川部会長】  よろしくお願いします。 

 平岡委員。 
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【平岡臨時委員】  意見ですけれども、独立行政法人海技教育機構の入学者数がありま

すよね。それで、この辺を見ると、入学定員に対し、今までは若干のプラスアルファ、例

えば５名なり１０名なり、多目に採っていたんですけれども、今年はどういうわけかきっ

ちり定員の３９０名、去年についても３９１名となっているんですが、今まで若干アルフ

ァで採っていたものを、これからは３９０名しか採らないということなのか、それとも、

例えば１０名なりでも、５名なりでもたくさん、例えば商船学校のようにプラスアルファ

で採っていくとか、その辺のところはどうなんですか。 

【野川部会長】  お答えいただけますか。 

【村松船員教育室長】  今のご質問でございますけれども、入学定員と入学者数がほぼ

同じというところで、これにつきましては、現在、この学校で乗船実習がございまして、

乗船実習をする船５隻の容量がほぼいっぱいの状況でございます。定員以上に多く採るこ

とになりますと、在学中に乗船実習を実施できない可能性もございますので、定員として

いるところでございます。 

【野川部会長】  平岡委員。 

【平岡臨時委員】  じゃあ、平成２７年のここは４０５名採っているんだけれども、こ

の辺については、全く実習をできなかったという理解ですか。 

【村松船員教育室長】  いえ、入学したからには実習をして修了させるということであ

りまして、実習ができなくて進路変更ということはございません。 

 大学・高専の在学者数、それから、在学者数には留年した方等も含みますが、その辺を

勘案して決めているところでございます。 

【野川部会長】  内藤委員。 

【内藤臨時委員】  今、ご説明がありましたが、私ども、一昨年から進路普及制度とい

う制度を使い、練習船で未経験の方々を乗せるスキームを行っております。今現在、尾道

の海洋センターで六十数名、それからあと、熊本・天草地域を中心に１７名の海上経験の

ない方に小型船を中心に免状資格を取ってもらうというスキームで、短期乗船で基礎的な

乗船実習をお願いしております。 

 内容については、正確には私も理解しておりませんが、練習船に乗船することによって、

安全性の担保ですとか、初めて船を経験する方に教育を行っていると伺っております。 

 よろしくお願いします。 

【野川部会長】  よろしいですか、平岡委員。 
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【平岡臨時委員】  お願いなんですけれども、仮に５名から１０名とか、それぐらいの

範囲であれば許容できるのではないかと思いますので、きちきちに例えば３９０名で足切

りするんじゃなくて、乗りたいという生徒さんもおられるわけですから、１人でも２人で

も多く入れていただければ、またその人らが結局内航なら内航に向かっていくということ

がありますので、その辺、十分よろしくお願いしたいなと思います。 

【野川部会長】  ありがとうございます。３９０で足切りをするという趣旨はないとい

うことは確認したいと思います。そういう趣旨でこういう数字になっているわけではない。

今後の状況、普通の文科省所轄の学校でも、定員があって、その定員はそれ以上は採らな

いという趣旨は含まれていないという点では、これ、同じだと思いますので、今、平岡委

員の言われた点は確認できるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 森田委員。 

【森田臨時委員】  今の関連でお伺いしたいんですが、よく言われているのは、学校の

先生と練習船と教室が足りないから定員が増やせないという話を聞くんですけれども、実

際、今のファシリティーで、あと、教員の数で、最大何名の方の受け入れが可能になるん

ですか、海技教育機構については。 

【野川部会長】  それはわかりますか。いかがでしょう。 

【村松船員教育室長】  まだ、その……。 

【森田臨時委員】  よろしいですか。というのは、定員が３８０名のときに４０５名は

採っているわけですよね。最大４０５名はいけるということになるわけで、そうすると、

定員が３９０名である必要は、逆に言うと、全くないわけですよね。先生と練習船と教室

が足りないから３９０名でしか定員をセットできないんだということにならないと思うん

ですよね。 

 ですから、そういう意味じゃ、最大４０５名、いけるんじゃないかと思っちゃうんだけ

れども、いかがでしょうか。 

【野川部会長】  課長。 

【髙杉船員政策課長】  正確なところはまた教育室長から補足させたいと思うんですけ

れども、おそらく学校の実態として、例えば森田委員ご指摘いただきました平成２７年度

で３８０名の定員に対して４０５名入学されておられる。この年、まさに入学生が４０５

名だったということなんですけれども、海技学校であれば３年間いるわけでして、途中で

退学されたり、いろいろなところで、学校によっては残念ながら実は定員よりその前の年
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に人数が少なかった、あるいは学校によってはちょっと多かったというところで、少なか

ったところは定員よりもしっかり次の年度は入学を増やしているとか、そういった結果が

おそらく、例えば平成２７年度では４０５名、平成２８年度では３９１名といったような

ところがあったんじゃないかと思います。 

 また、練習船の訓練に当たっては、実際に航海訓練中の練習船を後半使うときに、一部、

外航、内航とも社船実習という形で、民間の社船を使っていただいているところもありま

すので、年度によって若干キャパの差はおそらくあるんじゃないかと思います。 

 そういった中で、ある種、恒常的にきちんと対応できる、そういった意味では最低レベ

ルの数というのを入学定員として定めてきていて、それを若干ではあるんですけれども、

現在、少しずつ増やしてきて、平成２９年度、３９０名に来ているというところなんじゃ

ないかと推測しています。 

 もし補足があれば、教育室長からお願いしたいと思います。 

【村松船員教育室長】  今、髙杉課長のご説明のとおりですけれども、４０５名とした

ときには、受験時に確かに学校に入るという確認をして合格発表をするというところをし

てございますけれども、中には、ほかの学校と併願して、やめるというようなケースがご

ざいまして、多目に採って、そのやめる人数が少なかったというようなケースもございま

す。 

 先ほどありましたように、３９０名で足切りしているということでは決してございませ

ん。 

【森田臨時委員】  よろしいですか。 

【野川部会長】  ちょっと待ってください。西村委員がご質問。 

【西村臨時委員】  この入学定員との関係、自分の大学の経験で、文科省の政策という

んですか、対応がちょうど変わった年じゃないかなと思うんです。 

 それで、２年ぐらい前のところ、独立行政法人海技教育機構では３８０人ですよね。こ

の年までは定員の１.１倍まで採っていいという対応だったのが、その後から定員の１.０、

１.１倍は採れないというふうに変更されてきましたので、どの大学も入学定員を少し超え

て採ることができなくなってきていまして、その対策として、入学定員そのものを申請し

て増やしてもらうというようにやっている大学も多いので、３８０人が３９０人というこ

とを申請して、認められたりしているんじゃないかと思います。政策がちょうど変わった

時期なんですね。 
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 今は、入学定員を１人とか２人ぐらいの幅のところまでしか許されないぐらいになって

いると思うので、その関係じゃないかなと思います。 

【森田臨時委員】  ですから、今伺っているのは、過去のこともそうなんですけれども、

定員については５００名にしていただきたいという話をずっと継続してやっているわけで、

そういう意味では、例えば先ほど申し上げた条件、先生が足らないとか練習船がとか教室

とか、そういう問題が、４０５名受け入れられたということは、制度的な問題は別にして、

実質的には受け入れが可能であったとするならば、少なくとも定員を４００名にしていた

だけるというのは、今の西村先生がおっしゃった１.１倍か１倍かの問題ではなくて、実質

的に４００名が受け入れ可能であれば、来年度の定員については４００名で検討していた

だきたいとお願いをしているわけです。そういう趣旨で質問をしているということです。 

【野川部会長】  わかりました。問題が拡散しないように確認しますけれども、まず、

独立行政法人海技教育機構については、毎年、例えば平成２６年が３７２名で、平成２７

年が４０５名になったのは、定員としては１０名しか増えていないけれども、実際入学者

が増えていますね。ただ、減ることもあり得るわけです。さっきおっしゃったように、実

際に採ってもほかに行く人も普通の大学と同じようにありますので、さっきは練習船の容

量であるとか、少し特化をしたような説明があったのでわかりにくくなりましたけれども、

これはいろいろな要素の中で決まってくることですので、今の森田委員のご要望は、ただ、

それでもキャパとして例えば４０５名で十分に入学させることができたという実態がある

のであれば、今後はこういった実態を踏まえて、入学定員増を検討することは可能ではな

いかというご要望であると思いますので、そういった観点を含めて、この中身について、

過去について、どうだったかということについて、詳しい検討はしないにしても、その要

望について、どのように対応できるかは、今後、事務局でも、あるいはもちろん海技教育

機構でも検討していただきたいと思いますが、５００名という数字自体は出ているわけで

すね。 

【森田臨時委員】  申し入れのときは５００名という数字を使ったりしていますけれど

も、いずれにしても、４０５名にこだわらずに、最大限、募集された方々の気持ちを受け

とめていただいて、入学できるような形で、できるだけ定員数は増やしていただく方向で

検討をお願いしたいということです。 

【野川部会長】  わかりました。 

 では、時間も大分過ぎましたので、特にこれだけはということがなければ、進みたいと
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思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題２の申請手続等の見直しに伴う船舶に乗り組む医師及び衛生管理者

に関する省令の一部改正について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

【鹿渡船員政策課長補佐】  私より説明させていただきます。お手元の資料２をご覧い

ただければと思います。今回、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の改正を

行います。具体的な改正内容はこの資料の一番下に書かれているんですが、現在、当該省

令におきましては、第１３条において、衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、

戸籍の謄本、抄本または記載事項証明書を添付する必要があるんですけれども、今お話し

したその３種類に加えて、本籍記載のある住民票の写しを添付してもよいということで、

選択肢を増やすような改正を行うところでございます。 

 経緯といたしましては、当該資料の上の部分をご覧いただければと思うんですけれども、

国家資格の登録や事業の許可等の申請手続等については、平成９年に閣議決定された申請

負担軽減対策に基づきまして、国民の負担を軽減していくという観点から、申請手続等に

係る調査を全省庁において継続的に実施し、見直し等の取り組みを進めてまいりました。 

 今般、申請手続等に必要な書類のうち、戸籍謄本または戸籍抄本について、申請者の取

得の費用や手間等の面から、それが負担となっているといったことから、これらの提出に

かえて、住民票の写しの提出もあわせて認めてほしいといった要望がございましたことか

ら、取りまとめの総務省行政評価局におきまして、このような必要な手続について、調査

を行ってまいったところでございます。 

 調査の結果、本人確認の際に、氏名、生年月日、そして本籍地の３情報のみを確認して

いるという手続のうち、住民票でも確認可能であるといったものについては、戸籍謄本ま

たは戸籍抄本を提出させる必要がないと確認されたことから、総務大臣から当省を含む関

係省庁につきまして見直しの勧告が発出されまして、関係省庁において、申請手続等につ

いて本籍記載のある住民票にかえてもよいということで手続を進めるよう、全省庁的に取

り組みを進めていくというところでございます。 

 このような経緯を踏まえまして、今般、当該省令の改正を行いたいと考えてございます。 

【野川部会長】  ありがとうございます。では、ただいまの件につきまして、何かご質

問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、次の議題３に移ります。無料の船員職業紹介事業の許可についてでございま
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すが、本件につきましては、個別事業者の許可に関する事項であり、公開することにより、

当事者等の利益を害するおそれがありますので、船員部会運営規則第１１条ただし書きの

規定により、審議を非公開とさせていただきます。 

 マスコミ関係の方をはじめ、関係者以外の方はご退席をお願いいたします。 

 

（非公開・関係者以外退席） 

 

【野川部会長】  本日、意見を求められました諮問につきましては、別紙に掲げる者に

対する無料の船員職業紹介事業の許可について、許可することが適当であるという結論と

することとしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【野川部会長】  ありがとうございました。 

 それでは、本日予定された議事は終了いたしましたが、机の上に別途、久宗委員による

アンケート調査の結果についての資料がございますので、これを、では、久宗委員にご説

明していただきたいと思います。 

【久宗臨時委員】  公益委員の久宗です。一昨年度に引き続き、昨年度も船内向け自主

改善活動指導者養成講習会の講師をさせていただきましたので、概略について、ご報告を

させていただきます。全国１１カ所で開催させていただきまして、各関係機関、ご協力を

ありがとうございました。総受講者数は５８４名で、そのうち無記名式のアンケートに４

２１名の方が回答いただきました。回収率は７２％です。受講者の構成は配布資料の図１

－３になっております。図の番号が飛んでいるのは、資料から抜粋しております。 

 次にＷＩＢの講習会、わかりやすさについて参加者に聞いたところ、約体８５％がわか

ったと回答を頂きました。めくっていただきまして、図２－４－２、一番上の図なのです

が、実用性についても大体８割ぐらいが実用的と回答いただきました。次は自主改善活動

自体についてですが、わかりやすさ、実用性では、大体８割ぐらいがよいと答えていただ

いています。職種別では機関部部員が１００％で、司厨部も非常に高く、参加された方に

非常に効果があったと言っていただきました。 

 今年度は、これに引き続きまして、配布資料の３ページを見ていただきたいのですが、

フォローアップアンケートとして、一昨年度受講した方に対して自主改善活動を実施され

たのか、また、どういう課題があったのかなどのアンケートを行いました。 
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 実施方法は運輸局の職員を除く３１８名に、企業を経由したアンケート表をお配りしま

した。個別に無記名でアンケートを記入後に、ポストに投函していただくという形でやり

まして、回収率は４４％でした。こちらの概略も報告させていただきます。 

 第３－１表、船内改善活動状況について、６割の方が実施をしたと言っております。 

 第３－２表、実施した改善内容ですが、危険防止が６６％、整理整頓が１４％、誤操作

の防止が１３％として、それぞれの船に併せて実践的な改善をされているようです。 

 ページをめくっていただきまして、続きまして４ページ目です。逆に実施しなかった理

由としましては、現場担当者じゃないとか、実施する時間がないなどの理由でした。 

 第３－３表、船内改善実施上の問題ですけれど、問題がなかったが７０％でした。 

 その下の第４－１表は、船内講習会の実施状況では、実際に講習会を船に戻ってやられ

た方が２３％、大体４分の１が開催されました。実際にやってみてどうだったかというこ

とは、９２％が効果あったとおっしゃっています。 

 続いては５ページ目です。逆に実施しなかった理由について聞くと、実施する時間がな

い、現場担当者じゃない、ミーティングで代替ということでした。 

 真ん中の第６－１表、自主改善活動への要望といたしましては、自主改善活動の必要性・

有効性が４割、講習の関係とか周知・普及ということで、比較的皆さんポジティブな意見

をいただきました。 

 最後、第７－１表、労働安全衛生関係で困っていることについての回答としましては、

安全意識の向上、続いて自主改善活動の普及・環境整備、ハード面の整備ということがあ

りました。 

 配布資料に無いのですが、WIBの普及に対してどういうことが必要かという質問では、１

位がＤＶＤの配布、２位が講師の派遣ということでした。昨年度からＤＶＤを講習会の際

に船社ごとに配布しまして、昨年３３０枚配布しておりますので、少しずつ浸透するので

はないかと思います。 

 それでは、最終ページをご覧ください。こちらは１度、この船員部会でも去年出させて

いただきましたＷＩＢ自主改善活動方式の船内労働安全衛生マネジメントシステムの実例

を示しております。船内労働安全衛生マネジメントシステムのガイドラインに基づいて、

実施する１つの方法として、自主改善活動方式で考えております。 

 この表を見ていただくように、Ａ４版１枚にまとめています。これは実際に船会社さん

が作成したものを、ご了承の上、個人情報を除いて出しております。表明の部分は非常に
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長いのですが、目標の部分は非常に単純明快ですし、計画は短わかりやすく書いています。

この書類の作成には船主さんにも負担がありませんし、船員さんにもわかりやすいので、

実際にこれを読んで計画を実施できたということで、好評を得ています。 

 具体的に、昨年度、島根県の隠岐観光さん、広島県のさくら海運さん、作業船の親力海

運さんとかにこれを実施していただいて、好評を得ております。一部では運輸安全マネジ

メントシステムの内部監査を補完する方法として実施をしております。 

 また、今後、普及を考えますと、来年度から第１１次船員災害防止基本計画が始まりま

すので、それに併せて、ＷＩＢ方式船内労働安全衛生マネジメントシステムを普及するこ

とによって、船内の労働安全衛生の環境を向上させたいと考えたいと思っております。 

 以上です。 

【野川部会長】  ありがとうございました。今、久宗委員からアンケート調査の結果に

ついて、ご紹介、また、説明いただきましたが、これにつきまして、何かご質問等ござい

ますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。久宗委員、ありがとうございました。 

 それでは、特にほかに、本日、何かございますでしょうか。 

 立川委員。 

【立川臨時委員】  お伺いしておきたいことが１点ございます。 

 先般、船員派遣事業のフォローアップ会議が開催されております。そのような中で、今

回、本日の船員部会でなぜこの会議の報告がなかったのかというのが１点と、その関係も

含めまして、フォローアップ会議の位置づけについて、改めて教えていただけませんでし

ょうか。どこの管轄のもとに開かれて、何を論議する場なのか。 

 我々の理解としましては、船員派遣事業が適正に運営されているかどうかというのを、

監査の観点から報告をいただいた中で、いろいろ意見交換をしながら適正に制度が運営さ

れるようにしていくものだと理解しているのですが、そういう理解でよろしいのか。かつ、

フォローアップ会議は決して決定機関ではないという定義がされているわけで、そういう

理解でよろしいのかどうか。その辺の見解をお伺いしておきたいと思います。 

【野川部会長】  よろしくお願いします。 

【風巻雇用対策室長】  まず、６月１６日、フォローアップ会議を開催させていただき

ました。その報告につきましては、毎回、船員部会、この場において報告させていただい

ておりますが……。 
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【野川部会長】  ちょっと待って。６月１６日って、今、言った？ 

【風巻雇用対策室長】  申しわけございません。５月１６日でございます。５月１６日

に開催されまして、毎回、なるべく近い船員部会において報告させていただいていますの

で、今回も６月の船員部会で報告させていただきたいと考えております。 

 あと、位置づけでございますが、法的な位置づけという意味では、この船員部会のよう

に交通政策審議会令とか、そういう形のものはございません。ただ、派遣事業を平成１６

年の法改正でつくりましたときに、それまでの長い間、関係者でご議論いただきました。

その関係者の中で法の施行後も制度をちゃんとフォローアップしていきましょうという皆

さんのご意見のもと、１２年にわたり、私ども船員政策課からメンバーをお願いいたしま

して、会議の開催をさせていただいているところでございます。そういう意味では、きち

んとした法的な裏づけはございません。 

 確かにフォローアップ会議は決定機関ではないということでございますが、いつも監査

の報告をもとに皆さんご議論いただいているのが事実でございます。その中で、もっと監

査を強化していきましょうとか、そういう話もございまして、実際そういうふうに運用も

変えているところでございます。 

 平成２０年ごろになるかと思うんですけれども、更新の許可基準につきましては、フォ

ローアップ会議の中でご議論いただきまして、ご議論いただいた内容で許可基準を変えて

おります。その内容については船員部会でも報告させていただいております。 

 そういう例もございましたので、できましたら、当然皆さんのご了解のもとで、フォロ

ーアップ会議でそういうご議論もいただければなと思って、労働側にはご提案させていた

だいているところでございます。 

【野川部会長】  私の理解では、フォローアップ会議は、船員派遣事業がきちんと行わ

れているか、監査、オーディットをして、それの結果についての情報をちゃんと共有しま

しょうということであって、またその結果について何か懸念等があれば、それをきちんと

出し合うような場を設定しましょうということで、船員派遣事業が円滑に公正に運営され

ていくことを担保する１つの機会として設けられたと思います。 

 ただ、その場で、例えばやってみた結果、こういう点に支障が見つかったと、たとえば、

システムそのものとか制度そのものに支障が見つかったとしますと、これは例えばルール

とか仕組みを変更する必要もあるのではないかという意見も当然出ることはあり得ると思

います。その折には、じゃあ、ルール変更をフォローアップ会議で決めますということは
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できない。それは、この船員部会に上げていただいて、そういう懸念がフォローアップ会

議で出されましたと。そこで、ここで、じゃあ、このシステムについて今後どうしていく

かを検討しましょうと、そういう段取りだと思います。 

 ただ、こういう審議会の場合、今日もいろいろ決めましたけれども、物事を決めるとい

うことが多いので、具体的な仕組みの中身がどのように適切に運営されているかどうかの

検討等については、よく、ワーキンググループであるとか作業部会等をつくって、そこで

検討してもらって、そこで何か審議会で決定すべき事柄があればこちらに上げていただく

ということになっていますので、そういうものの一環という機能を持っているのではない

かと理解しておりますが、いかがでしょうか。 

【立川臨時委員】  部会長からそういうお話がありましたので、ちょっと確認をさせて

いただければと思うんですが、フォローアップ会議はそういう論議ができるの場だという

理解なんでしょうか。 

 それとも、例えば船員部会なら船員部会の下に、小委員会のような論議の場をつくって

いただいて、そこで論議するというほうが、まだ論理性が整っているのではないかと思う

んですが、いかがでしょうか。 

【野川部会長】  それはこの船員部会の機関としての位置づけにもかかわってくるので、

私があまり軽々には申し上げられませんが、私の印象としては、フォローアップ会合でフ

ォローアップした結果、船員派遣のあり方について、こういう問題があるじゃないかとい

う指摘をするのはフォローアップ会議であろうと思います。 

 そこで何か問題点が見つかった場合に、まずはここに上げていただく。そのときに、こ

の問題は、ほかにもいろいろと検討することがある中で、この審議会で時間をかけて検討

するというよりも、この問題についての作業部会であるとか小委員会を設けたほうがむし

ろ合理的かつ効率的な検討ができるのではないかということになれば、それを設定すると

いうことで、立川委員のおっしゃったような小委員会を設けるかどうかも、そういった問

題が出てきたときに、まずここに上げていただいて、ここで決めるということになるだろ

うと思います。 

【立川臨時委員】  まず、私は個別の問題についてお伺いをしたわけではないというこ

とが今、発言の中ではわかっていただけると思います。事務方からはフォローアップ会議

の中での内容に少し触れてこられました。 

 実際問題、フォローアップ会議の中で事務局から提案がございました。その中で、フォ
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ローアップ会議で検討して結論を出すというような趣旨の文書が出てきています。派遣事

業者の資産と負債の関係の整理をしましょう、それから、事務所の広さの問題を論議しま

しょうという個別具体的な問題が提起されてきています。それが直接フォローアップに出

てきているんですね。それを論議すべきなのか、すべきでないのかと。ですから、どうい

う権限のもとにフォローアップ会議は開かれているんですか、どういう性格のものなんで

すか、そういうことを論議してもいいんですか、結論を出してもいいんですか、というこ

とをお伺いしているわけです。前提としては結論を出す会議ではないと言われていながら

論議をして、結論を出したい、というような提案が事務局からありましたので、今回、ど

ういう位置づけの会議なのかを改めて確認させていただきたい。 

 例えば論議をして結論を出す、という性質の会議として、その論議をするのであれば、

船員部会なら船員部会の中で、これを付託するというプロセス、また、前提として決して

結論を出す会議ではないと言っているのですから、船員部会で意見交換をしてきなさいと

いうのなら、まだ理解できる。しかし、突然論議が出てきて、検討しましょう、結論を出

しましょうというような話はちょっとおかしいんじゃないですかという部分がありました

ので、改めてここで確認をさせていただいているところです。 

【野川部会長】  まず、先ほど私が申し上げた一般的な構造については、よろしいでし

ょうか。つまり、船員フォローアップ会合でいろいろな問題が出てきて、それが制度変更

などにかかわるものである場合にはこちらに投げてもらって、ここで決めるものはここで

決め、あるいはもうちょっときちんと本格的に検討するべきものは小委員会をつくって検

討していただくと。それが一般的な構造です。 

 今、立川委員がおっしゃった内容は、私、承知しておりませんが、ご説明いただけます

か。 

【風巻雇用対策室長】  確かに５月１６日の船員フォローアップ会議で、事業者からい

ろいろ要望のありました案件について、事務局からこういう形の要望があるんだけれども

ご検討願えませんかという形で提案させていただきました。船員部会の委託を受けてやっ

ているわけではございません。 

 その趣旨としましては、フォローアップ会議で、長年、派遣事業制度を見ている中で、

いろいろ問題があれば、皆さんで検討する場であるという私ども事務局の理解だったもの

ですから、前回も更新のときにご議論いただいたということもございましたので、ご提案

させていただいたものでございます。 
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 船員部会の何らかのアクションがないと議論できないよというお話もいただきましたの

で、その辺につきましては、再度、事務局で検討させていただいて、委員の皆さんとご相

談させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【野川部会長】  来月の船員部会で、その報告をいただくわけでしょう。 

【風巻雇用対策室長】  はい。 

【野川部会長】  それまでの間、フォローアップ会合での議論をちょっとストップして

いただくことはできますか。つまり、そういう懸念のあるままですと、どこで何を決定し

ているのかという不満が出ますので、あるいはもちろん、私と労使に具体的に説明をいた

だいて、了解がとれるということであればいいんですが、やはりこういう平場でご報告を

いただいて、それでもう一度確認をしたほうがよろしいと思います。 

【森田臨時委員】  ちょっとよろしいですか。私はその会議には出ておりませんけれど

も、報告を受けているところによりますと、今のようなご提案があったということで、そ

れは我々としては苦言を呈したいわけですが、そもそもそういった種のテーマについては、

この船員部会の中で提案されて議論されるべきであって、フォローアップ会議というのは

フォローアップ会議の目的があるわけですから、それを逸脱したものについては論議すべ

きじゃないと理解しますので、このようなことは今後起きないように、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 

【野川部会長】  その確認も含めて、よろしいでしょうか。私が今言ったような形で。 

【風巻雇用対策室長】  わかりました。申しわけありませんが、調整させていただきた

いと思います。 

【野川部会長】  よろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今日はこれで終了させていただきます。 

 では、事務局にお返しいたします。 

【渡部専門官】  次回の部会の開催日程につきましては、部会長にお諮りした上で、改

めてご連絡させていただきます。 

 事務局からは以上でございます。 

【野川部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、交通政策審議会海事分科会第８９回船員部会をこれで閉会いたします。 

 本日はお忙しいところ、委員及び臨時委員の皆様にはご出席をいただき、ありがとうご
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ざいました。 

 

―― 了 ―― 


